
市民協働推進物品貸出フローチャート
（各交流センター貸出物品）

物品貸出日の１か月前
物品の貸し出しを希望する各交流センターで物

品を事前予約

物品貸出日の５日前
貸し出しを希望する交流センターに

申請書を提出

物品貸出日当日
交流センターから貸し出し

貸出期間：３日間
※土・日・祝日を挟む場合は５日間

使用終了後
物品を原状回復して、交流センターに

物品を返却


